
寒 川 町 介 護 認 定 審 査 会 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(合 議 体 ) (介 護 認 定 審 査 会 の 委 員 の 定 数 ) 

第 2条  介 護 保 険 法 施 行 令 (平 成 10年 政 令

第 41 2号 )第 9条 第 1項 の 規 定 に 基 づ き 審

査 会 に 設 置 す る 合 議 体 の 数 は 、 2合 議 体

  と し 、1の 合 議 体 の 委 員 の 定 数 は 、9

人   と す る 。  

第 2条  介 護 保 険 法 施 行 令 (平 成 10年 政 令

第 41 2号 )第 9条 第 1項 の 規 定 に 基 づ き 審

査 会 に 設 置 す る 合 議 体 の 数 は 、 5合 議 体

以 内 と し 、1の 合 議 体 の 委 員 の 定 数 は 、5

人 以 内 と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 規 則 は 、平 成 28年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


